
【芽室町コミュニティバス 運転免許証
自主返納者無料乗車券発行制度】があります！

どんな制度ですか？
自動車の免許証を自主返納した(自分から免許の取消を申し出た)
方に芽室町のコミュニティバス(愛称・じゃがバス)に無料で乗れ
る乗車券(１年間有効)を発行する制度です。

申請できるのは、どんな人ですか？
申請条件は次の3点です。
①芽室町に住んでいること
②年齢が65歳以上であること
③運転免許証を自主的に返納したこと

申請には何が必要ですか？
①自主返納の証明として、次の3つのうち、どれか1つが必要です。
・申請による運転免許の取り消し通知
→運転免許試験場で自主返納手続をしたときに貰える通知です。

・運転経歴証明書
→運転免許試験場で、自主返納から５年以内に申請すると
貰える免許証に似た形のカードです。(手数料1,100円)

・運転免許経歴証明書
→自動車安全運転センターに申し込むと貰える紙の証明書です。
(手数料630円)

②上記3点のうち、運転経歴証明書以外の証明を使用する場合は
証明写真(4cm×3cm)が必要です。

どこで申請できますか？
芽室町役場2階にある政策推進課政策調整係が窓口です。
窓口で申請書に、ご住所、お名前、ご連絡先をご記入いただきます。
(ご印鑑は不要です)
ご本人が来庁できない場合も、ご家族が代理申請できます。

【芽室町コミュニティバス運転免許証自主返納者無料乗車券発行制度】

無料乗車券はどうやって使えば良いですか？
じゃがバスに乗る際、無料乗車券をお持ちください。
降りるときに、運転手に無料乗車券を見せると無料になります。
※無料乗車券を忘れると有料になりますので、ご注意ください。

無料乗車券は、いつまで有効ですか？
交付日から1年間有効です。
申し訳ありませんが、有効期限後の再申請はできません。

問い合わせ先 電話番号

この制度について 芽室町役場政策推進課政策調整係
(芽室町東2条2丁目14番地)

0155-62-9721

運転免許証の自主返納に
ついて

帯広運転免許試験場
(帯広市西19条北2丁目)

0155-33-2470

申請による運転免許証の
取消通知について

帯広運転免許試験場
(帯広市西19条北2丁目)

0155-33-2470

運転経歴証明書について 帯広運転免許試験場
(帯広市西19条北2丁目)

0155-33-2470

運転免許経歴証明書につ
いて

釧路自動車安全運転センター
(釧路市黒金町10-5-1)

0154-25-7171

問い合わせ先

運転免許証が期限切れで無効になった場合も、
無料乗車券が貰えますか？

対象になるのは「運転免許証を自主的に返納した方」のみです。
運転免許証を更新せず、有効期限が切れてしまった場合は、
自主返納には該当しませんので、ご注意ください。

じゃがバスの路線図と時刻表はどこで貰えますか？
次の場所に備え付けてあります。また、本チラシ裏面にも
路線図と時刻表を掲載しましたので、ご参照ください。
・芽室町役場1階総合案内、２階政策推進課７番窓口
・公立芽室病院
・まちの駅（めむろーど1階）
・芽室観光物産協会「呼路歩来(コロポックル)」



じゃがバス路線図・時刻表

ポケットサイズの時刻表もあります。貰える場所は表面の
「じゃがバスの路線図と時刻表はどこで貰えますか？」参照


